
環境・まちづくり特別委員会 
 

令和４年１１月１８日 

 

１ 報告事項 
［環境まちづくり部］ 
（１）外神田一丁目南部地区のまちづくりについて          ［資料］ 

 

２ 外神田一丁目南部地区のまちづくりに関する参考人の意見聴取について 

 

３ その他 



 

 

外神田一丁目南部地区のまちづくりについて（法第 16 条） 
 

 

 

都市計画法第 16 条の解釈及び運用について以下のとおり確認した。 

 

【確認事項】 

１．都市計画法第 16 条の解釈及び運用 

同条第１項の規定中、「次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする

場合」とは、「次項の規定による場合」を「都市計画の案を作成しようとする場合」から除くという意

味であるため、同条第２項に定める手続を行わない場合においては、地方公共団体が必要と認

めるときに公聴会の開催等必要な措置を講ずる必要がある。 

なお、地区計画の案の作成にあたって、同条第２項に基づき、各地方公共団体の条例で定

める意見聴取手続が行われた場合であっても、別途公聴会を開催することは妨げられない。 

 

 

２．本件確認の相手方 

 国土交通省 都市局 都市計画課 

 千代田区 政策経営部 総務課 
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「外神田一丁目南部地区」地区計画に係る素案の説明会 議事録 

 

日  時：令和３年６月２２日（火）午後３時００分～午後４時０７分 

会  場：万世橋区民会館 ８階 洋室 

参 加 者：株式会社ミトモ 関口博之、株式会社大生舎 林兼次、株式会社テレオン 鈴木豊、朝日

無線電機株式会社 谷口好市、朝日無線電機株式会社 谷口喜昭、朝日無線電機株式会社 

中熊幸広、野村不動産ビルディング株式会社 青柳彰浩、野村不動産ビルディング株式会

社 䬢口洋平、野村不動産株式会社 矢島博貴、野村不動産株式会社 浅野壮大朗、株式

会社 TMR 戸村圭介、角田実、角田久子、角田一郎、中村啓孝、石丸俊之、株式会社石

丸本社 稲光孝、株式会社石丸エステート 山口知子、土田喜美子、三協特殊無線株式会

社 平松哲雄、三協特殊無線株式会社 安久津幸子、小野一志、保坂徳史、東京都住宅供

給公社 山本直人、東京都住宅供給公社 柏原藍美 

東京国道事務所 一條、東京国道事務所 万世橋出張所長 磯田、東京都河川部 安岡翼 

      

＜事務局＞ 

千代田区環境まちづくり部神田地域まちづくり担当課長 神原佳弘 

千代田区環境まちづくり部地域まちづくり課 係長碇谷 係長永野 主任飯塚 主事德山 

 配付資料：次第 

第３回外神田一丁目南部地区地区計画勉強会のまとめ（資料１） 

「外神田一丁目南部地区」地区計画（素案）の概要（資料２） 

外神田一丁目南部地区地区計画（素案）都市計画図書（資料３） 

 参考資料：オンラインの参加方法及び操作説明 

 

 

【司会】 

 皆さま、こんにちは。本日はお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

また、コロナウイルス感染拡大防止対策及び本館がワクチン接種会場となっていることから、エレ

ベーターの乗車調整にご協力いただき、誠にありがとうございます。本日、司会を務めます、地域ま

ちづくり課の碇谷と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、これより、「外神田一丁目南部地区」地区計画に係る素案の説明会を開催いたします。 

 今回の説明会は、都市計画法第１６条第２項及び千代田区地区計画等の案の作成手続に関する条例

に基づき、地区内の土地所有者等を対象に開催するものです。 

 初めに、資料の確認をさせていただきます。席上に、全部で５種類の資料をご用意させております。 

 まず、本日の次第、Ａ４の次第の紙になります。あと、資料１、これもＡ４でホチキス留めしてあ

るものです。あと、資料２、Ａ３横で、カラーのものになります。 

 それから、資料３、外神田一丁目南部地区地区計画（素案）の都市計画図書、横判のやつです。 

 あと、参考資料で、オンラインの参加方法及び操作説明、明日開かれる内容の操作説明書について

お配りしております。 

 過不足等ございましたら、事務局にお声かけください。よろしいでしょうか。 

 本日の説明会は１時間程度を予定しております。また、記録のために、音声録音と、後方からの写

（敬称略） 
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真撮影をさせていただきますので、ご了承ください。 

 なお、説明後に質疑の時間を設けておりますが、内容に関する意見につきましては、後ほど説明に

もありますが、意見書により提出いただくことになりますので、ご了承ください。 

 それでは、次第に沿って進めさせていただきます。 

 開会に当たり、千代田区神田地域まちづくり担当課長の神原より挨拶申し上げます。 

 

【神原課長】 

 はい。神田地域まちづくり担当課長の神原と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 この地区では、交通博物館の移転を契機に、長年をかけて、地域のまちづくりについて検討してき

たということでございまして、この神田川沿いの地域特性を生かした、川に顔を向けたまちづくりで

すとか、あとは、老朽化した公共施設、民間建物の機能更新によるまちの安全・安心というのを目指

して、市街地再開発事業というものを前提とした地区計画の素案について、本日はご説明をさせてい

ただきたいと存じます。 

 一方で、本件の賛否につきましては、様々、今ご意見を、地域の皆様、議会からも頂いているとこ

ろでございます。先週末になりますが、土地建物所有者の皆様方に、区から外神田一丁目南部地区の

都市計画に係る意向調査書というものを送付させていただきました。封筒の中に、こういったピンク

色の紙が入ったものを送らせていただいたかと思います。市街地再開発事業につきましては、所有者

の皆様の財産に関わってくることでございますし、非常に重要な判断が必要になってくるものでござ

いますので、ぜひご検討いただいて、必ず区のほうにご回答いただけるとありがたいなというふうに

考えてございますので、よろしくお願いします。また、この調査につきましては、この目的以外で使

うことはございませんし、外部に出すことも一切ございませんので、安心してご提出いただければと

いうふうに考えてございます。 

 本日、会場にも調査票のほうを用意させていただいておりますので、説明会の後、この場で記載し

てご提出するということもできますので、ご協力のほうをよろしくお願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが、ご挨拶と代えさせていただきますので、本日はどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

【司会】 

 それでは、資料について説明をさせていただきます。担当の德山から説明をさせていただきます。 

 換気のために窓を開けた状態で実施しておりますが、もし、聞き取りづらいだとかという場合は、

お声がけいただいて、調整をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  

【德山主事】 

 千代田区地域まちづくり課の德山と申します。よろしくお願いいたします。着座にて説明させてい

ただきます。 

 まず、配付しております資料１番、「第３回外神田一丁目南部地区地区計画勉強会のまとめ」という

ところがございますけれども、こちらについては、前回の勉強会から期間が空いてしまっております

ので、簡単に説明させていただきます。 

 昨年１０月３０日に開催いたしました第３回地区計画勉強会では、まちの将来像である外神田一丁

目計画基本構想を実現するべく、地区計画というまちづくりのルールが必要であること。また、その

地区計画の構成や大まかな内容についてご説明させていただきました。 

 その中で、資料１の１ページ目にございますけれども、皆様からの意見として、判断材料となる情

報提供をしてほしい、また、合意形成が重要であるなどの、慎重に進めるべきというご意見や、また、
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建物の老朽化に対する不安や、もう一歩進んだ秋葉原を造る必要があり、その機会なのではないか。

再開発によって、治安、風紀の改善をしてほしい、などのご意見を様々頂いたところでございます。

そのような意見を含めまして、区としては、秋葉原の魅力を損なうことなく、川沿いの魅力づくりや

耐震化等、安全・安心なまちづくりを進めていきたいことや、準備組合にも地権者間で情報の格差が

生まれないよう行っていくこと、区としても丁寧に手続を進めてまいりたい旨、ご説明させていただ

きました。 

 本日は都市計画法第１６条に基づく説明会となっておりますが、皆様のご理解を深められたらと考

えております。 

 続きまして、地区計画素案についてご説明させていただきます。お手元の資料で、右上に「資料２」

とある、Ａ３カラーの資料をご覧いただければと思います。 

 本日の説明は、主に前のスクリーンで説明させていただきます。適宜、配付している資料をご覧い

ただきたいときはお伝えしますので、よろしくお願いいたします。 

 本日の説明内容は、スライドにもございますけれども、まず、地区計画とは。そして、２番目、地

区計画策定の背景・目的。３番目が、地区計画（素案）の概要。４番目、今後の手続きについて。５

番目、最後ですけれども、関連する都市計画の概要（参考）となっております。 

 それでは、まず、地区計画とは何かというのを説明させていただきます。 

 建築物や工作物を造る際に、様々なルールに従う必要があります。その中でも法律として定められ

ている代表的なものが、スライドにもございますけれども、建築基準法と都市計画法というものです。

建築基準法は、個別の敷地単位での計画に対する建物の制限を定めた法律のことであります。一方、

都市計画法は、都市全体から見た場合での制限を定めた法律となっており、そのルールの代表例とし

ては、建物の用途や敷地に対する建築面積の割合を示した建蔽率、敷地に対する建物のボリュームの

割合を定めた容積率といった内容があります。この二つの法律は全国統一の最低限のルールであるた

め、地域の特性に合った、きめ細やかなまちづくりを進めるためには、その地域に合ったルールを定

めて、まちの将来像を実現していく必要があります。その地区レベルのまちづくりの計画といったも

のが、都市計画法に基づく、今回、説明させていただいている地区計画というものになります。 

 地区計画は、都市計画法に基づき、それぞれのまちの特性に合う建物の形や用途、道路や公園など

の配置といった細やかなルールを定めるものになってございます。 

 地区計画の構成としては、大きく二つの項目で構成されております。まず、緑枠で覆っております

けれども、目標や方針。あと、ピンク色の枠で覆っている地区整備計画で構成されております。目標・

方針においては、どのようなまちにするか、基本的な事項を定めて、その目標・方針に従って、地区

整備計画で、具体的に道路や公園の配置、建築に関する制限などを定めているものでございます。ス

ライドの右ページに、地区計画の策定状況を示していますけれども、現在、外神田一丁目、今回説明

させていただいている地区に関しては、地区計画が未策定の状態でございます。 

 続きまして、地区計画策定の背景と目的についてご説明いたします。 

 まず、今回の地区計画の範囲ですけれども、赤枠で示している外神田一丁目の南側に当たる部分で

ございます。当地区の位置としましては、北側に、国際的な商業地・観光地として潜在力を持つ秋葉

原駅周辺地域。南側には、歴史的な魅力ある神田須田町・神田淡路町界隈を結ぶ、当地区はちょうど

結節点に位置しております。また、当地区は、都内でも貴重な都市資源である神田川や万世橋、昌平

橋、また、中央線高架部の煉瓦アーチを活用したマーチエキュート神田万世橋。様々な地域資源を有

している地区でございます。 

 次に、当地区のまちづくりの経緯、取組みについてご説明いたします。こちらのスライドの取組み

の経緯でございますが、お手持ちの資料２のＡ３カラーの１ページ目の左上にも同じ記載がございま

すので、分かりやすいほうでご確認いただければと思います。 



4 

 まず、現時点の到達点でございますが、これまで基本構想を策定し、まちの将来像を地域の方々と

共有してきました。その後、再開発の検討を進めている外神田一丁目１・２・３番地区再開発準備組

合の方々が基本構想を実現するための計画をまとめたことを受け、区としては、令和２年８月から、

地域まちづくり課を事務局として、地域の皆様と地区計画に関して勉強会を重ね、地区計画の素案を

まとめてきたところでございます。 

 勉強会の主な内容としましては、基本構想を実現のための都市計画の必要性や、都市計画において

担保するべき事項などについて議論しまして、今回、地区計画素案の説明会を開催させていただいて

おります。 

 まちづくりの経緯に戻りますが、当時、移転計画のあった万世橋警察署、交通博物館を含めた周辺

の一体開発の可能性を検討するため、東京大学の特任教授をお招きいたしまして、地域の方々と万世

橋構想プロジェクト委員会を、平成１５年１２月に設置いたしました。この委員会では万世橋周辺街

区の特性を整理するとともに、川沿い街区の特性を生かした観光インフォメーションセンターや船着

場など、この地域に導入する機能が検討されました。 

 続きまして、外神田一丁目計画検討会です。スライドでは画像のとおり表現しておりますけれども、

お手元の資料と、分かりやすいほうでご確認いただければと思います。 

 万世橋構想プロジェクト委員会での検討の結果を踏まえて、神田川両岸の整備の将来像について検

討すべく、この検討体制としました。この検討会では、神田川北側の街区と南側の街区、それの交通

博物館跡地の二つのワーキンググループを設置して、それぞれの将来像について検討を進めてまいり

ました。 

 検討会では、基本コンセプトを「神田須田町・神田淡路町界隈と秋葉原駅周辺地域を行き交う人々

の懸橋となるまちづくり」とし、川沿いの魅力的な空間の創出に向け、神田川両岸の一体的なまちづ

くりを目指す方向性とした、外神田一丁目計画基本構想を、平成２２年３月に策定しております。 

 基本構想策定後の主な経緯としましては、平成２５年１月に、交通博物館跡地にＪＲ万世橋ビルが

竣工、外神田一丁目計画の目指すべき方向に沿った形で、煉瓦づくりの高架橋を活用して、川沿いの

展望デッキを整備したマーチエキュートが同年９月にオープンしております。神田川南側で基本構想

の具現化が図られている状況でございます。 

 次に、外神田一丁目神田川沿岸地区まちづくり意見交換会の立ち上げでございます。神田川北側の

今後の基本構想の具現化に向け、北側地権者による意見交換会を、平成２６年１２月に立ち上げてお

ります。改めて、基本構想の再共有や、ここの新しい出張所の先行整備について確認をしております。 

 意見交換会のメンバーとしては、川沿いの地権者、民間地権者、国、東京都、そして、区でござい

ます。 

 続いて、平成３０年１２月からは、ＪＲと国道１７号線に挟まれた街区についても、検討区域に拡

大し、地域の特性や課題を共有、将来のまちの在り方を、現行の基本計画に落とし込むため、話し合

いを進めてまいりました。 

 令和元年の７月には、現行の基本構想をベースにしながら、意見交換会でのご意見を踏まえてまと

めた改定素案について、幅広くご意見を頂く場として、地域の方を対象に、オープンハウス型説明会

を開催させていただくとともに、同年１２月に基本構想を改定しております。今年８月から、その基

本構想を実現すべく、都市計画として担保するための地区計画を皆様と、勉強会という形式で共有さ

せていただいてきたところでございます。 

 こちらが、令和元年１２月に改定を行った、外神田一丁目計画基本構想でございます。お手持ちの

資料では、２ページ目に基本構想の抜粋を記載しております。 

 基本構想に掲げている将来像の基本コンセプトとしては、平成２２年に策定している基本構想から

踏襲し、「神田須田町・神田淡路町界隈と秋葉原駅周辺地域を行き交う人々の懸橋となるまちづくり」
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としております。その中に、大きく、コンセプトを三つ掲げております。一つ目が、神田川という地

域資源を生かしたまちづくりを目指すための、神田川両岸とその周辺の一体的なまちづくり。二つ目

が、当地区の立地特性を最大限に活用するための地区全体で連携した機能の誘導。三つ目が、老朽化

や治安、風紀の改善を目標とする安全・安心なまちづくり。以上三つの目標を当地区の基本構想とし

ております。 

 基本構想では、歩行者ネットワーク、広場、親水空間、機能誘導について、まちづくりの将来像を

示しております。中央通りのにぎわいが連続した歩行者空間の形成。親水広場、船着場、水辺のプロ

ムナード整備によった親水性の向上。街区のまちとなる場所での広場の確保といった将来像やにぎわ

い創出や観光拠点、地域コミュニティを誘導する機能配置を地域の皆様とまとめてきたところでござ

います。 

 こちらが、先ほど地域の皆様とまとめた将来像や基本構想を実現するべく、準備組合の皆様が検討

した整備内容イメージでございます。 

 この整備内容としましては、川沿いの街区には、神田川を生かした親水広場や親水プロムナード、

船着場を整備し、また、観光地の拠点となるホテルを整備する配置となっております。また、秋葉原

駅周辺から離れている昌平橋付近のエリアには、葬儀場である万世会館が配置されております。 

 北側の三角街区には、秋葉原駅周辺エリアのにぎわいを連続させるような商業施設が配置されてお

り、街区の交差部には、街区への入り口として、広場が配置される予定となっております。 

 こちらは整備内容の断面イメージとなります。先ほどのご説明と重複している部分もあるかとは思

いますけれども、川沿い街区には親水プロムナード、親水広場とともに、にぎわいを創出する商業施

設。秋葉原という地域特性を生かし、国内外から観光客を受け入れるホテル。その上層階には、従前

から権利をお持ちの方の住宅を配置する計画となっております。 

 また、左の断面図ですけれども、国道１７号上には、秋葉原駅周辺からにぎわいを連続させるため

に、国道上空にデッキが整備される予定でございます。 

 こちらは、イメージパースにおります。スライドをご覧いただくと、にぎわいある親水空間や中央

通りからのにぎわいの連続性について、イメージがつきやすいかと思います。 

 続きまして、今回策定を検討している地区計画の内容についてご説明させていただきます。 

 地区計画で定める内容につきましては、冒頭では大きく二つの項目で構成されているとご説明させ

ていただきましたが、実際には目標を実現するための方針という項目もございます。緑色がまちづく

りの目標や方針となり、ピンク色が地区整備計画という項目になっております。地区整備計画が具体

的な制限などのルールを定める項目となっております。本日は、こちらの順番に沿って、内容をご説

明いたします。 

 まず、今回の地区計画を検討している範囲についてでございます。ご覧のとおり、神田川とＪＲ高

架沿線に挟まれている赤枠の部分、面積にすると約１．９ヘクタールが、今回検討している地区計画

の範囲でございます。 

 続きまして、スライドでは下段になりますけれども、地区計画の目標についてでございます。当地

区は、歴史的な魅力ある神田須田町・神田淡路町界隈と多様な文化が集積し、国際的な商業・観光地

として発展してきた秋葉原駅周辺との結節点に位置しております。一方で、緊急輸送道路に面する部

分をはじめとした建築物の老朽化が進んでいることや、神田川や万世橋、昌平橋などの地域資源の魅

力を十分に生かせていない状況でございます。 

 そこで、地区計画の目標には、緑の枠に記載してございますけれども、四つの目標を定めていこう

と考えております。 

 一つ目が、国内外から人々が集まる文化発信の拠点形成のための、神田川沿いと連携したにぎわい

のあるまちの形成を目指すこと。二つ目が、歩行者を優先した快適な空間や憩いの広場などの整備、
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歩行者が安心して移動できる歩行者ネットワークの形成を目指すこと。三つ目が、良好な親水空間整

備のため、容積を適正に配分し、地区全体でメリハリのある良好な都市景観形成を目指すこと。四つ

目が、神田川沿いにおいては、広場や防災船着場を整備することで災害時においても安全・安心なま

ちを目指すとともに、新たな水辺の観光名所づくりを目指すこととしております。これらについて、

目標に定めていきたいと考えております。 

 続きまして、先ほどの目標を実現するための方針、また、地区整備計画の範囲についてでございま

す。 

 まず、地区の区分でございますけれども、地区の特性によって、区分しております。中央通りや秋

葉原駅周辺を中心とするにぎわいある地区に近接している、ＪＲ高架下沿線の北側をＡ地区、観光資

源としてポテンシャルがある、神田川や万世橋、昌平橋と隣接している神田川沿いをＢ地区としてお

ります。また、Ａ地区、Ｂ地区とも、具体の整備がかかる地区整備計画の区域を想定しております。 

 続きまして、土地利用に関する基本方針でございます。 

 先ほどご説明した地区の特性に合わせて、Ａ地区においては、都道４３７号、こちら中央通りです。

中央通り沿いの建築物低層部に、にぎわい形成に資する用途を導入し、秋葉原文化を継承すること。

防災性向上と快適な歩行者空間形成のため、道路の無電柱化を行うこと。地域の生活を支える既存の

公共施設の再整備を行うこと。 

 また、Ｂ地区につきましては、神田川沿いに隣接した立地特性や橋・鉄道高架等の地域資源を活か

した親水空間の創出を行うこと。国際的な商業地・観光地としての活性化を促すため、国内外からの

観光客を受け入れるための宿泊施設を整備すること。地域の生活を支える既存の公共施設の再整備を

行うことを方針とすることとしています。 

 続きまして、建築物等の整備の方針でございます。先ほどご説明した基本方針は土地利用に関する

方針になってございますが、こちらは建物に関する方針になってございます。 

 こちらに四つの項目を掲げております。一つ目が神田川沿いの街並み形成や良好な親水空間整備の

ため、容積率の適正配分を行うこと。二つ目は、地区全体でメリハリのある良好な都市景観形成を図

るため、川沿いの街並み形成や水辺の環境及び広域的なスカイラインに配慮した建築物等の高さの最

高限度を定めること。三つ目が、連続的に調和した沿道景観を形成するとともに、緑豊かでゆとりの

ある歩行者空間を確保するための、壁面の位置の制限を定めること。四つ目が、道路沿いや神田川沿

いのにぎわいの街並みを形成するため、建築物内のにぎわいを歩行者空間に面して表出させる工夫や

演出をすること。 

 以上が建築物等の整備の方針の内容でございます。 

 続きまして、公共施設等の整備の方針についてでございます。こちらでは、地域に必要な施設を定

める方針となってございます。具体的には、神田川に開かれた親水広場、平常時においても活用可能

な防災船着場、地域の課題解決に寄与するバス乗降場を含む広場。緑の空間としての機能を持つ広場

の整備。秋葉原中心部の人の流れを強化する道路上空の歩行者デッキ、歩行者通路。親水空間形成の

ための橋をつなぐ親水歩行者空間。歩行者が安全に通行するための歩道状空地などです。このような、

地域に必要な施設の整備の方針を定めてまいります。 

 ここからは、先ほどの目標や方針を実現するための具体的な制限を定める地区整備計画についてご

説明いたします。 

 お手元の資料２の３ページ目に、地区整備計画の内容を記載しております。確認しやすいほうでご

確認いただければと思います。 

 初めに、主要な公共施設と地区施設についてです。公共施設等の整備の方針に従いまして、具体的

に地区整備計画に定める、地域に必要な施設を記載しております。 

 まず広場ですが、街区の入り口部分にまとまった緑の確保や川沿い街区へのゲート空間を目的とし
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た広場、Ａ地区の西側に約６００平米、Ｂ地区の中央通り側に約１５０平米。そして、水色の部分で

ございますけれども、神田川沿いの水辺を生かした空間を形成するための神田川と国道１７号に開か

れた、約１，０００平米の親水広場を位置づけたいと考えております。 

 次に、歩行者通路ですが、オレンジ色、黄色で示している秋葉原中心部での人の流れを強化するた

めの、幅員約４メートルの歩行者通路と、国道上空の歩行者デッキ、また、神田川沿いの青い線で示

した歩行者通路においては、万世橋、昌平橋からアクセスできて、水辺を楽しむ散策路として、幅員

約３メートルの歩行者通路を確保できるようにと考えております。 

 最後に、赤色とピンク色で示した歩道状空地になりますけれども、安全で快適な歩行者空間を形成

するための道路と敷地の間に、歩道と一体的な幅員２メートルの歩道状空地を位置づけたいと考えて

おります。 

 続きまして、建築物等の用途の制限でございます。Ａ地区、Ｂ地区に共通して掲げる事項としまし

ては、治安、風紀の維持のため、この用途の制限をかけていきたいと考えております。用途の制限と

しましては、風俗系のお店の禁止や馬券などの購入ができるお店を禁止するといった内容のものでご

ざいます。 

 続きまして、壁面の位置の制限。壁面後退区域における工作物の設置の制限です。先ほどご説明し

た内容と関連する内容でございますけれども、歩道状空地、歩行者空間を設けるために、壁面の位置

の制限は２メートルを設定します。壁面の位置の制限を設定すると、道路境界や河川区域境界から２

メートルの位置には建物を建てることができず、また、門や柵、塀といった、通行の妨げになる工作

物は設置できなくなります。壁面の位置の制限をかけることで、歩行者の安全性やにぎわいの確保を

したいと考えております。 

 続きまして、容積率の最高限度についてです。地区全体の容積率としては、全体で１２５０％を定

めていきたいと考えております。また、全体としては、１２５０％としておりますが、神田川沿いの

街並み形成や親水性の高い水辺環境に配慮し、Ａ地区とＢ地区に容積を適正に配分することとし、良

好な景観形成を図りたいと考えております。 

 Ａ地区においては、秋葉原らしい個性を生かした文化を継承するためのにぎわい拠点整備のため、

３階以上に２，０００平米以上のにぎわい施設を導入する場合に、Ｂ地区においては、宿泊施設を６，

０００平米以上確保した場合に、容積率の最高限度が適用されることとなります。 

 続きまして、建築物の高さの最高限度についてでございます。先ほどご説明した容積率の最高限度

の内容とも関連しますが、神田川沿いの建物の高さを低く抑え、良好な親水空間を形成するために、

Ｂ地区においては５０メートル、また、Ａ地区においては、周辺の高層建物と調和したスカイライン

の形成とし、近傍にあるワテラスを基準として、１７０メートルを最高限度として定めようと考えて

おります。 

 地区計画の内容の最後になりますけれども、その他、建築物等に関して定める内容についてでござ

います。 

 スライドに記載してございます、建築物の容積率の最高限度から、建築面積の最低限度です。上か

ら四つの項目については、都市再開発法に基づいて事業を進めていくために必要となる制限となりま

す。容積率の最低限度については、Ａ地区であれば４００％、Ｂ地区であれば１５０％以上を活用し

ないといけないというもの。同様に、建蔽率の最高限度８０％は、建蔽率をそれ以下に抑えなければ

ならないというもの。敷地面積の最低限度は、敷地面積をそれぞれの地区の定めた数値以下に細分化

してはならないというもの。建築面積の最低限度は、それぞれの地区に定めた数値以上の建築面積の

ものを計画しなければならないというものです。 

 最後に、形態又は色彩その他意匠の制限については、主に景観的な要素を定めていくものになりま

す。具体的には、区が定める景観まちづくり計画という景観法に基づく方針や基準に適合しなくては
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ならない点。秋葉原という立地特性から、Ａ地区においては、低層部ににぎわい施設等を配置するこ

ととし、Ｂ地区においては、神田川や緑を生かしながら、一体的なにぎわい形成に配慮することとし

ております。 

 ここまでが地区計画の内容になります。 

 続きまして、今後のスケジュールについてご説明させていただきます。 

 今後の手続きの予定についてです。資料ですと、資料２の４ページ目の左側でございます。 

 様々ご意見があることについて重々承知をしておりますが、今お示ししているスケジュール案につ

いては、あくまでも地権者の皆様からおおむねの合意を頂いた前提のものになりますので、あらかじ

めご了承いただければと思います。 

 本日が、赤枠で示しております地区計画素案の説明会が、本日の説明会となります。既にご案内の

とおり、昨日から権利者の皆様を対象に縦覧を開始しております。本日、配付しておりますが、資料

３が縦覧しているものになります。また後ほどご説明させていただきますけれども、７月１２日月曜

日まで、権利者の皆様を対象とした意見書の提出期間を設けております。そして、今回、意向調査を

区として行わさせていただき、おおむねのご了解を頂いた後、８月中旬頃に都市計画法第１７条に基

づく縦覧、意見書の提出期間を２週間設けることとなります。今回、１６条の縦覧というのは、その

区域に土地建物、その権利をお持ちの方にご案内しているところですが、１７条は区内にお住まいの

方、そこで働いている方など、幅広い方々からご意見をもらうことになります。もちろん、本日ご参

加いただいている皆様におかれましては、１６条、１７条、両方のタイミングでご意見を述べること

ができます。１７条に関する詳しい内容は、区のホームページや広報紙、誰でも見れるもので周知す

る予定でございます。そのような形で１７条の縦覧を行った後、９月に開催を予定しております区の

都市計画審議会で案を審議し、都市計画の決定をしていくスケジュールでございます。 

 なお、今回１６条に基づく縦覧は、ただいまご説明いたしました地区計画についての内容でござい

ます。後ほど紹介させていただきますけれども、市街地再開発事業に関する都市計画の手続について

は、都市計画法第１７条のタイミングで、地区計画と併せて行うことになります。 

 こちらが意見書の提出方法でございます。先ほどと重複してしまいますが、本日、説明会を開催し

ており、昨日２１日月曜日から７月５日月曜日までの２週間、この地区計画の素案の縦覧を行ってお

ります。この素案についてご意見がある場合は、昨日からの３週間、７月１２日月曜日まで意見書を

提出することができます。 

 縦覧は７月５日月曜日までですが、区役所が開いている午前８時半から午後５時まで区役所５階、

景観・都市計画課の窓口で見ることができます。また、縦覧している内容は、先ほども説明させてい

ただきましたが、本日お配りした資料３、地区計画の素案図書と全く同じものでございます。 

 ご意見を提出する際は、こちらにお示しした内容を記入の上、ご提出していただければと思います。

直接、担当部署の景観・都市計画課の窓口でのご提出、郵送、今回から郵送以外にも、ＦＡＸ、メー

ル等でもお受けしております。提出先やメールアドレスについては、開催案内末尾に記載してござい

ます意見書の提出方法をご確認ください。意見書の提出方法のご案内については、事務局にお声がけ

いただければ、後ほど配付させていただきます。 

 最後に、今回の地区計画と関連して手続を行う市街地再開発事業についても、簡単に紹介させてい

ただきます。資料２で言いますと、４ページ目に記載してございます。 

 まず、第一種市街地再開発事業についてです。 

 再開発という言葉はよく聞かれるかと思いますけれども、ここで言う再開発事業というのは、都市

計画法において都市計画決定される第一種市街地再開発事業のことでございます。区が都市計画決定

いたしますので、高い公共性が必要とされる、まさに今回のようなまちの課題解決のために、自分た

ちが、自分たちだけのためにするものではなく、地域全体がよくなるものを区が決定するものでござ
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います。 

 仕組みとしては、イメージにあるように、それぞれの敷地にそれぞれの建物があるものを、一つの

大きな敷地にまとめることによって、足元に公共施設などを整備しながら、もともとの所有者の方は

新しい建物の一部を取得する事業手法となっております。 

 第一種市街地再開発事業で定める概要は、資料、スクリーンにお示しのとおりでございます。主な

用途は、住宅、事務所、店舗で、地区計画の内容と整合を取っております。区域については、新しい

万世橋出張所が先行して建て替えを行っておりますので、万世橋出張所の部分を除く区域となってお

ります。 

 第一種市街地再開発事業の説明は以上となります。 

 最後に、参考までに、街並み再生地区のご紹介をさせていただきます。こちら、スライドのみにな

ってしまうんですけれども、既に指定されている街並み再生地区と街並み再生方針についてでござい

ます。 

 以前、地区計画勉強会の中でも共有させていただいておりますけれども、地域の実態に即した、地

区独自のルールを、都市計画を定める前に、地区に必要なメニューを定めるものです。内容としまし

ては、壁面の位置の制限や防災性向上の無電柱化。にぎわい施設の導入などを必須項目として誘導し、

貢献項目という必須項目に加えて行える項目については、バス乗降場の整備、親水広場の整備、歩行

者デッキの整備などを街並み再生方針に位置づけ、当地区に誘導していくものでございます。 

 長くなりましたけれども、以上で、地区計画の素案の内容と、関連して、同時に決定する再開発事

業の内容についてご説明させていただきました。ありがとうございます。 

 

【司会】 

 それでは、これより質疑の時間に移らさせていただきます。 

 冒頭にも申し上げましたとおり、この地区計画の素案に関するご意見に関しましては、意見書を提

出いただくことによって、その意見が反映されてくるという形になりますので、本日は、説明した内

容についてご不明な点、あるいは意見書の提出方法の確認など、そういった内容についてご質問があ

れば受けたいと思います。 

 質問のある方は挙手を頂き、係員がマイクをお持ちしますので、恐れ入りますが、ご発言の前にお

名前をお願いいたします。 

 なお、マイクは、都度消毒を行っておりますので、よろしくお願いします。 

 

【角田一郎氏】 

 はい。角田でございます。丁寧な説明ありがとうございます。何点か質問させていただきます。 

 まず、今回、地権者を呼んでのご説明でありますが、当地区を支えている者として、ここを借りて

営業されている、あるいは住んでいらっしゃる方が非常に様々に貢献をされているわけでありますが、

この入居者、家賃を払って借りている事業者及びその居住者に対するご説明がされているかどうか。

この方々のご理解も得られているのかどうかいうことが第１点でございます。 

 それから、先ほどご説明のあった、地域の理解が必要であるということをおっしゃいましたが、今

回はここの地権者のみを呼んでいるということでございますが、今回、１２５０％、それからその三

角のところに関しては、１８５０ですか、それから高さ制限も１７０メートルということで、破格の

緩和を行うわけですけれども、当然のことながら地域の理解が全然ないと思われますけれども、地域

へのご説明及び理解がどうなっているのか。それが２点目。 

 それから、今回、これを決めてしまった場合にどうなるかということですけれども、これは私ども

地権者にとって重大な判断になりますので伺いますが、ホテルは、どうしても造らないといけないこ
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とになりますか。ホテルは余るという話もありまして、現在、非常に稼働率が低くなっているという

ふうな状況がありますが、これから後、さらにつくっていくということもありますので、これがホテ

ルが成り立たないとなったときに住宅に替わると。そういう例もあるということ、ご説明も組合のほ

うから受けましたんで、ホテルをやめて、ほかの用途に変更するということが可能かどうか。これが

３点目。 

 それから、公有地が今回の計画に入っております。清掃事務所と葬祭会館ですよね。それからあと、

今、駐車場になっていますけど、もともとこれは東京都のアパート。等価交換ということは、処分プ

ラス購入ということになりますので、土地を失い建物をもらうということなんで、これはおのおの、

国と東京都と千代田区、当然議会の承認が必要なことだろうと思います。東京都、千代田区と、それ

から国のほうの手続ができているのかどうかということ、４点目か。 

 それから、うちのちょうど前になるんですけど、デッキからずっと入ってくる道路、南北に貫いて

いる道路が、現在、多分あれは８メートル幅ですね。これで見ると、４メートルの廊下になるんです。

半分になっちゃうということなんですけど、よくご説明されるべきだと思うんですけれども、今気が

ついたんですけど、非常に人の流れが悪くなっちゃうんですが、それについて、どう考えるかと。 

 それから、素案それから案、その後、これは東京都のマターになるんだと思うんですけど、再開発

事業ですね、この三つになるわけですね。まず今回は、この素案をここで決めるということなんです。

素案を決めるのに、おおむねの了解があればというお言葉だったんですが、どのぐらいのことをもっ

ておおむねとおっしゃっているのか。私も不動産業界にかつておりまして、後輩に聞きますと、通常、

面積と件数で、８割は了解がなければ取り上げてもくれないというふうに聞いております。それから、

借地権ですね。実際それはなぜかというと、その際に、３分の２というのが、ハードルがあるわけで

すけども、計画が決まる都市計画、その下にある地区計画が決まってから、その後、細かい条件を相

談していくと、反対が増える。これが通常なんです。だから、そこで戻れなくなっちゃうと非常に困

るので、８割は最低抑える。千代田区におきましても、従来１００％同意を目指すようにということ

で私も聞いておりまして安心したんですが、ここのところ、嫌に何か強硬になってきましてですね。

結構な反対の方、私が知る限りいるんですけれども、こんなことを始めてしまったということで、ど

ういう事情か分かりませんが、この「おおむねの了解」というのは具体的にどのくらいのことをおっ

しゃっているのかということですね。 

 あと、一番大事なことですが、これをやった場合に、地区計画が決まったら、質問したんですけど、

ほかの方も、大事な情報なんで、実際にどういう不自由が発生するか。建て替えたいと思っている人

が結構いると思うんですけど、建て替える場合に、高さが７メートルまでのものでないと建たなくな

るというふうに聞いておりますので、念のために確認と、皆さんに対するご説明をお願いします。 

 以上になります。 

 

【神原課長】 

 はい。角田さん、ありがとうございます。今、７点、ご質問いただいたかと思います。一つ一つお

答えさせていただきます。 

 まず、借家人に対するご説明をされたのかということでございますけれども、今回の地区計画素案

の説明については、借家人の方というのは対象になってございませんで、まずは、土地の権利をお持

ちの方、土地を借地されている方が対象になってございますので、そちらの方にご説明を差し上げて

いるところでございます。 

 あと、地域の理解、ちゃんと説明をしているのかということでございますが、再開発事業に関しま

しては、昨年末、準備組合様のほうで２回ほどご説明をされているというような状況でございまして、

区といたしましては、これまでの地権者様を対象とした勉強会、地区計画の勉強会というものは開催
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させていただいているところでございます。 

 ３点目でございます。この地区計画が決まった場合、ホテルが必須なのかということでございます

が、ホテルを造った場合、容積の緩和を受けられるということですので、ホテルを逆に造らなければ、

その分、緩和を受けられないということでございます。 

 あと、公有地がございますが、その手続については進んでいるのかということでございますが、現

在の都市計画が決定しているものではございませんで、将来的なこの話が進んだ場合、権利変換とい

うもので従前の土地、建物を床に置き換えるわけでございますけれども、その際に手続を経てくるの

かなというふうに考えてございます。ただ、事前の了解といいますか、お話し合いというのは、丁寧

に、議会も含め、やっていきたいと考えてございます。 

 ５点目でございます。公道８メートルが半分になってしまうということですが、今おっしゃってい

るところの道路については、歩車分離がされていない、車も通れる道路というところでございますけ

れども、今回計画しているのは、４メートルにはなりますが、歩行者を対象とした貫通通路というも

のを計画しておりますし、十分、歩行者量としてはさばけるというような検証も出てございますので、

その辺は我々としては大丈夫かなというふうに考えてございます。 

 「おおむねの了解」というのは、おっしゃるように、我々としても、一人でも多くの方にご賛同い

ただきたいというのは、準備組合に対してもお願いしているところでございます。ただ、法定の要件

というのは、都市計画決定の段階では、特に決まった基準というのはございません。都市計画決定後、

市街地再開発準備組合から、組合の設立認可を受けるときに、土地の所有者の方、借地権をお持ちの

方、それぞれの３分の２の同意と、合わせまして、そちらの土地の権利をお持ちの方と借地権者の方々

がお持ちになっている土地の面積の３分の２以上ということでございますので、法定要件がそれで決

まっておりまして、それを満たした場合は、認可しなければならないということになってございます。

ですので、法定の要件としては、「おおむねの了解」といいますか、３分の２、まあ、区といたしまし

てはできる限り多くのご賛同を頂きたいということは考えてございます。 

 あと、地区計画が決まったらどうなるのかということでございますが、当然、先ほどご説明もさせ

ていただきましたように、いろいろな制限がかかってくるということでございますが、個別で建て替

えができないということではございませんが、先ほど角田様のほうからもお話がありましたように、

建物を建てる際の高さですとか構造というものが制限されることになってまいります。 

 私からは以上でございます。 

 

【司会】 

 今の部分で、補足させていただきます。最後の決定後の建築制限という部分ですが、市街地再開発

事業が都市計画決定されますと、その区域内が、基本的には再開発に合っていないものいうのは原則

禁止になって、許可制になっていきます。許可の基準として、都市計画法５４条に、階数２以下、か

つ地階を有しないこと、主要構造部が鉄骨、木造、コンクリートブロック造等の簡易構造であること

というものが基準になってきますので、要は事業が進む場合に、簡単に除却ができるものということ

で規制がかかります。 

 ホテルを造らなかった場合どうなるのかというところの一部補足なんですけども、こちらの都市計

画図書の建築物に関する事項というところで、容積率の最高限度、米印がついたところがございます。

ページで行くと４ページですね。容積率の最高限度のＢ地区の部分になりますが、原則１０分の３６

ということで３６０％という形になりますが、ホテル６，０００平米を下回った場合は、１０分の１

７ということで、１７０％に加減されるという形の制限付きの内容になっております。 

 ほかの方でご質問等があれば、先にお受けさせていただければと思うんですけども。 
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【野村不動産ビルディング株式会社（青柳）】 

 東芝ビルの所有者として参加させていただいております青柳と申します。 

 私、商業ビル事業者というところでの企業人でございますので、長らくこちらで土地をお持ちある

いはお住まいの方々と少し異なる見解になってしまうのかもしれませんけれども、ずっと秋葉原地区

というところを、いろんな勉強会、ここの勉強会にも参加させていただいて、ご意見なんかも伺いな

がら考えてきたんですけれども、やっぱり大きなところの目で見ると、国際社会の中で東京がどうい

う立場にあるのか、東京の中でも秋葉原がどういう形にあるのかというところを考えると、今も電気

街それからサブカルチャーというところで、一定の評価というものは、高い評価というものは得てい

るというところは分かってはいるんですけれども、一方で、治安をはじめとしたいろんな問題を抱え

ているというところを改めて認識をしているところの次第です。 

 今回の開発というところで言うと、ご指摘のような、それぞれの個人の方の、要は私の権利を一部、

制限するという形のものになりましたら、いろんな諸問題が起こってくるのは理解をするんですけれ

ども、先ほど申し上げたような、新しい魅力づくりをつくるという点で言うと、例えば今ご意見いた

だいているような親水広場ですとか、南北のちょっと狭いんではないかというご意見も今賜っており

ますけれども、こういったようなものをつくりながら、より一層、もう少し北側の繁華街のほうから

も人が流れてきて、いろんな方が遊びに来るような、あるいは神田川の水辺という環境も生かしなが

らの新しい魅力づくりというものがやっぱり必要なんじゃないのかなというふうに思っています。 

 前の勉強会でもちょっと申し上げたことがあるんですけれども、ちょっと非常に私見といいますか

私の実体験に近い話になってしまうんですが、９５年、平成７年に、阪神大震災のときに、あそこに

いたんですね。三宮の、ある銀行さんの店舗が通りに倒れて、車が通れない。阪神高速が倒れて、あ

の周りの住宅街というのは全部壊れて、学生時代に育ったまちが、全く平行線がどこにあるのかと、

平衡感覚を失うような体験をしまして、非常につらい思いをしました。あの後にできたまちというの

は、正直、今、ビル屋をやっていますけれども、まちづくりとしてどうだったのかというような意見

は、個人的にはちょっと思っているんですけれども、やっぱり大事なところは安心とか安全とかとい

うところで、皆様の土地建物なんですけれども、次の世代に、いわゆる一番大事な部分というのを、

安心できるものを渡していかなきゃならないなというふうには、そこがベースにあるんだと思ってい

ます。 

 もう一つ、逆のほうの立場のほうのお話みたいなことになっちゃうんですけれども、いわゆる古き

よき、ノスタルジックな街並みというところも、これも一方で非常に好きでして、そういうところに

遊びに行くことも、古い下町に遊びに行くとかいうのも好きなんですけれども、そこの部分を再開発

してしまうと、そういったノスタルジックな部分というのが少し消えてしまうんではないかというと

ころはあるんですが、ここを今度やるのが共同の建物というところになりますし、今の計画の中でも、

いわゆるそういったような、味のある部分というのフロアを残していこうとか、そういうような計画

もあるというふうに聞いていますので、そういうところを、皆さん、みんなで、これから味をつけて

いってというところが必要なんじゃないかなと。 

 取り止めもなくなりましたけれども、秋葉原地区としての魅力づけ、それから秋葉原地区としての

古き良きというところの味付けをこれから、それから何よりも安心・安全というところを未来に引き

継いでいくというところで言うと、いろんなご意見があるのは分かるんですけれども、私はこの計画

というのを進めていくべきなんではないのかなというふうに思っています。何回か前にお話しした内

容と一緒ですので、恐縮なんですが。 

 以上です。 

 

【司会】 
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 ちょっとすみません。ご意見が大分入ったのかなという。 

 ちょっと質問に限らせて――ありがたい意見なんですけども、意見書として正式に出していただけ

ればと思いますので、ご質問に関して。 

 

【野村不動産ビルディング株式会社（青柳）】 

 質問という点では、大丈夫です。理解しました。すみません。 

 

【中村氏】 

 中村第２ビルを所有しております中村電気、中村と申します。 

 これはビルができた後、今の時点で分からないかもしれないですけど、ビルの周りの清掃や警備と

かって、そういったのはどういったような計画になっているんですか。大体で構わないんですけど。 

 

【神原課長】 

 はい。私からお答えする事項かどうかというのはあるんですが、一般的な再開発事業の場合という

ふうに限って言いますと、その事業主体といいますか、管理されているところが一体的に管理してい

くというのが一般的なのかなというふうに思っております。 

 

【中村氏】 

 そういったところで定期的にやっていただけるという話ですよね。イメージ的にはＵＤＸと似たよ

うな形になる、あれぐらいきれいなのを維持していただけるのかなと。 

 

【司会】 

 基本的には、いわゆる区分所有建物になってくると思いますので、その区分所有の管理組合的なも

のが出来上がった後は立ち上がって、その区分所有者、管理組合としてどういうところを委託して、

どういう部分をしっかり定期的にやっていくのかという決め事を恐らくつくっていくのが通常ですの

で、そういった対応になるのかなと思います。 

 

【中村氏】 

 最近、うちのほうは、ビルのところでテナントの入替えがありまして、新しく店を誘致するのに当

たって、周辺調査をかなり行ったんですけども、朝、昼、晩で、結構変な人が歩いていたりとか、夜

になると、店も少ないところもあって、人通りも少なく、喫煙者とかが、こっそり暗がりでたばこを

吸っていたりとか、酔っぱらいが寝ていたりとか、そういう光景を見るんですね。やっぱり、下も吸

い殻だらけ。この間もちょっとニュースで、場所は違うんですけど、秋葉原でやっぱり目立たない暗

がりの駐車場のところが喫煙所になっていると。喫煙所というか、勝手に吸っているんですけど。そ

ういったところを見ると、ちょっと一時、全体的にビルをしていただいて、きれいにしていただいて、

きれいに造るのであれば、そういった治安の悪さとかも払拭されるんじゃないかということで、歓迎

します。 

 以上です。 

 

【司会】 

 ありがとうございます。 

  

【中村氏】 
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 個々でという。我々で割り振ってということじゃないんですね。 

 

【司会】 

 そうですね。はい。 

 

【……】 

 この資料３の後ろのほうに、地区計画図というのがいっぱい載っているんですけど、疑問なのが、

計画図２－１地上レベルというところに、既存の国道事務所があるじゃないですか。広場２というの

の上に出てきたんでしょ。これ、どういうあれなんですか。 

 

【德山主事】 

 では、私のほうから回答させていただきます。 

 この地区計画の計画図になるんですけども、下図にありますのが、今の現況の建物の図になります。

この地区計画の、広場２号で示しているところなんですけども、ここは再開発事業として共有のビル

になった後の図に、その後に、先ほどご説明した地区施設、広場とか主要な公共施設ですね、親水広

場も含みますけれども、ここの街区の入り口として広場２号を設定したいと考えておりますので、国

道事務所さんも再開発事業の中で一緒に共有持ち分の方として入るというところの後の計画となって

おりますので、ご理解いただければと思います。 

 

【……】 

 図の２－２というのは間違いなんですね。 

 

【德山主事】 

 図の２－２は、今の下図なんですけれども、これが今の現況の当地区の建物の位置になっておりま

すので、この位置に広場２号を、再開発事業になった暁には造りたいというところで、地区計画は示

しているところでございます。 

 

【……】 

 そうしたら、２－１の表示の仕方でいいじゃないですか。 

 

【德山主事】 

 計画図２－１というのは、地上レベルといって、道路と同じレベル感のレベルを示しているもので

ございまして、２－２がデッキレベル、この南北断面イメージをご覧いただければ分かると思うんで

すけど、デッキが国道１７号の上に出てきている部分があると思うんですね。そこのデッキ部分のこ

とを、今、計画図２－２ではデッキレベルという表現をしております。 

 

【……】 

 ここに国道事務所があるんですね。建物ができたときにあるんですねと。 

 

【司会】 

 そのときにはないです。 

 

【……】 
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 じゃあ、これは必要ないんじゃないの。 

 

【司会】 

 都市計画法の決定する、地区計画及び都市計画を決定するときには、決められた地図を使わなきゃ

いけないというのが法律上あります。そのときの使用する地図が、都道府県が定める地形図というも

ので、それぞれ図面の下に東京都さんから２か所の地図の借用をしているんですけども、それを利用

して作成、都市計画を決定しなきゃいけないというのが法律にございますので、もともとの借りてい

る図面には、当然、建物があるので、そこに上書きして、どういうことをやっていくか、図示してい

きますので、現状の建物が残っちゃったような絵で記載されるということです。 

 

【……】 

 じゃあ、その２－２のデッキレベルのときは、ここはただのフラットな空間なんですか。 

 

【司会】 

 そうですね。何もないです。 

 

【……】 

 分かりました。結構です。建物があるように感じますね。 

 

【司会】 

 すみません。 

 お時間ですので、この後も、職員のほうは、少し残りますけども、どうしてもここの場で質問をし

たいということであれば、それだけお受けいたしますが。 

 

【角田一郎氏】 

 居住に対するご説明で、簡易に撤去できるとなると、鉄筋コンクリートは駄目だということですね。 

 

【司会】 

 鉄筋コンクリート造は許可できる対象から外れます。 

 

【角田一郎氏】 

 鉄骨造は。 

 

【司会】 

 できます。 

 

【角田一郎氏】 

 分かりました。原則禁止という言葉は、何か法律上定められて、書いてありますか。 

 

【司会】 

 都市計画法５３条で、まず、その再開発だとか区域については、許可制になりますと。５４条に許

可の基準というのが定められていて、２階建て、地下なし…… 
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【角田一郎氏】 

 だから、禁止ではないでしょ。 

 

【司会】 

 禁止では。それに合致していれば、逆に許可される。で、建築される。 

 

【角田一郎氏】 

 そう。だから、さっき禁止とおっしゃったから。それは誤解を招くと思うんですよ。 

 こっちは建て替えを控えているんで、禁止とは書いていないはずです。 

 

【司会】 

 すみません。この場で訂正させていただきます。ありがとうございます。 

 それでは、時間のほうも過ぎましたので、本日の素案説明会については、これで終了させていただ

きます。 

 また、公告縦覧の手続は開始されていて、先ほど申したとおり、７月の１２日まで、今回の素案に

関する意見書の提出期間を設けておりますので、ご意見のほうを承ります。 

 また、ピンク色の、区から先日送付した意向調査書については、その提出について、重ね重ねご協

力をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で、本日の素案説明会を終了させていただきます。長時間ありがとうございました。 
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